










































 

国民健康保険制度改革に伴う税率等の改正について 

 

国民健康保険は、農林水産業者や自営業者をはじめ、他の医療保険に属さな

い人すべてを被保険者としている。このため、高齢化や産業構造の変化、医療

保険制度の改正（社会保険への移行）などの影響を受けて、高齢者割合は年々

増加し、被保険者の多くを占めていた農林水産業者及び自営業者は減少し、さ

らに無職者・非正規雇用者等が多くなるという課題を抱えている。 

 このような情勢の中、国民皆保険制度のセーフティネットである国民健康保

険の運営を安定させていくため、その運営単位を「市町村単独」から「都道府

県と市町村との共同運営」とする制度改革を平成 30 年度に行った。 

 この改革により、県は、国民健康保険の事業運営の財源確保のため、毎年

度、県内全 35 市町から国民健康保険事業費納付金（以下「納付金」という。）

を徴収し、保険給付の費用に充てている。また、その納付金を算定する際、市

町が徴収すべき国民健康保険税（以下「国保税」という。）の標準的な水準を

表す税率（額）として、標準保険料率を公表している。 

 しかしながら、現状、被保険者（国保加入者）が支払う国保税は、各市町に

おいて決定しているため、賦課方式及び税率（額）に差異が生じている。県で

は、令和９年度までに県内全市町の国保税の保険税率（額）の一本化を目指し

ており、本市においても、県が示す賦課方式に合わせていく必要がある。 

 

１ 制度改革の概要 

⑴   県と市町の役割分担 

  国保税の負担を公平に支えあうため、その運営主体を県と市町の共同運営

とし、役割分担を次のとおり定めた。 

 

県の主な役割 市町の主な役割 

財政運営の責任主体 納付金を県に納付 

国保運営方針に基づき、事務の効率

化、標準化、広域化の推進 
資格の管理（被保険者証等の発行） 

市町ごとの標準保険料率の算定・公表 
標準保険料率等を参考に保険税率を決定 

保険税の賦課・徴収 

保険給付費等交付金の市町への支払い 保険給付の決定・支給 
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⑵ 賦課方式及び保険料(税)統一に向けての課題 

  ア 資産割の廃止 

    国民健康保険の被保険者は、かつて農業などの自営業者が大半であり

固定資産も事業用のものが多く応能割の一部として所得割を補完するた

めに資産割を賦課しており、本市も現行では、資産割を賦課している。 

しかしながら、現在は、被保険者のうち、自営業者などは２割に満た

ず、無職者や低所得者が多く加入しており、その資産も居住用がほとん

どとなっている。こうした情勢から県は資産割廃止の方針を定めている

る。 

イ 介護分の平等割の廃止 

  介護分は 40 歳から 64 歳までを賦課対象としていることから、子ども 

 や若年層が含まれる世帯には、平等割はなじまない（均等割は個人ごと 

賦課している）との考えから県は、介護分の平等割を算入していない。 

ウ 本市の保険税率と標準保険料率との乖離 

本市の保険税収入は、標準保険料率により得られる税収より低いた

め、保険料(税)統一の際は、本市保険税率の改正が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市現行と県が公表している標準保険料率との違い

R1

R2

R3

平均

(全被保険者） (全被保険者） （40歳から64歳の被保険者）
賦課
項目

2.2927,067

本市
現行

7.01 - 27,688 19,471 2.58

25,300 25,700 1.40

３方式 ３方式 ２方式

5.00

県
標
準

保
険
料
率

- 17,224 -

6.80 -

10,165 7,149 2.39

19,007 2.55 - 10,061

2.61 - 10,238 7,226 2.35

- 16,493 -

医療分 後期高齢者支援金分 介護分

所得
割

資産
割

均等
割

平等
割

-

30.00

平等
割

（％） （円） （％） （円）

19,401 2.69

4.10

10,487 7,465 2.36 -

所得
割

資産
割

4,500

均等
割

所得
割

資産
割

均等
割

平等
割

（％） （円）

27,336 19,293

４方式 ４方式 ４方式
7.06 - 27,254

7,200 6,400 0.95 4.50 7,100

-16,778

7,065

-

- 16,832 -6.96 -



２ 本市の賦課方式改正に向けての方向性 

   県内の保険料率の一本化の方針を受け、令和２年９月民生文教委員会及

び全員協議会における協議により、次の方向性が決定している。 

 ⑴ 賦課方式の変更（県の賦課方式（3.3.2 方式）に合わせる） 

  ア  資産割の廃止 

  イ  介護分平等割の廃止 

⑵ 令和４年度から段階的に実施し、令和６年度に完全実施 

⑶ 令和４年度の具体的な税率は、令和３年度に協議・決定 

⑷ 年次スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改正案の検討 

次の事項を前提に改正案を検討した。 

⑴ 資産割を段階的に減率し、令和６年度完全廃止。 

⑵ 介護分平等割分を、同均等割に賦課することにより令和４年度廃止。 

⑶ 県が納付金算定（医療費関係）時に過去３か年の平均値を用いているこ

とに準じ、県標準保険料率の平均値（令和元年度から３年度）を用い、令

和３年度に、令和４年度、５年度、６年度までの３か年の税率（額）を決

定する。 

⑷ 国民健康保険事業基金を有効に活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度

現行賦課の最終年度
賦課方式の見直し

４～６年度

本市が定める方
式による賦課

6年度から3.3.2方式に

７～８年度

県が公表する標準保
険料率に近づける

令和

９年度
県内の

標準保

険料率

一本化賦課方式を

合わせる

税率を

合わせる

【各改正案の比較】    

別添、現行賦課と改正税率（額）比較一覧表を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ

Ｂ

Ｃ 円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

総合考察

8億6,948万円

最高額

最高額

1,083

13,568

平
均

最高額

最高額

月額

年額

月額

年額

月額

令和６年度
末基金残高

　改正案①は、加入者負担について、改正案②及び③と比較し、増加
最高額及び平均額ともに抑えられている。

《考察》

991

平
均

142,600

92,100 112,700

月額

年額

改正案① 改正案②

《考察》

17億6,260万円

　改正案①は、税率（額）の上昇を抑えた設定をしているため、国保
税税収も低くなる。一方、改正案②及び③は、令和９年度の標準保険
料率の統一を視野に入れた設定をしているため、改正案①と比較し、
国保税収が多くなっている。

1,131 1,320

12,201

1,017

14,189

6億8,688万円

1,182

8億6,840万円

R5 18億2,836万円

18億5,026万円

17億9,821万円

18億2,818万円

18億5,092万円R6

国保
税収
想定

※滞納繰
越分含む

R4 17億9,929万円

年額

月額

年額

月額

月額

最高額

1,279

16,629

1,386

平
均

最高額

148,000

116,900

平
均

　改正案①を事務局案とする。
　上記のいずれの改正案についても、安定的な事業運営は可能で
あるが、加入者負担面では、改正案①は、税率（額）の上昇を抑
えた設定であることに対し、改正案②及び③は、令和９年度まで
を視野に入れていることから、加入者負担は多くなる。
　現在、国の緊急経済対策として、新型コロナウイルス感染症の
影響により、一定以上の収入が減少が見込まれる世帯に対し減免
措置を行っていることから、加入者負担に考慮した改正をしてい
く必要がある。
　なお、国（県）の方針として、一般会計からの赤字繰入は、認
められていないため、国民健康保険特別会計において事業運営を
しなければならない状況となっている。

最高額

月額

17億6,104万円

17億5,539万円

95,300

改正案③

99,000

15,844

　改正案①は、国保税収が低く、基金の取崩しが多くなることから、
他の２案と比較し、６年度末の基金残高額が約２億円が少ない。
　一方、改正案②と③は、県標準保険料率を見据えた案であり、標準
保険料率統一の際には、税率の見直しをする必要がなく、その後の基
金の活用が可能である。
※標準保険料率が統一された以降についても、大規模災害への備えと
して、一定額の基金を保有しておく必要がある。

106,500

平
均

平
均

《考察》

11,624 12,992 年額 15,349

R3
↓
R4

R4
↓
R5

R5
↓
R6

年額 平
均

年額

加入者
負担想定

※増加額

最高額

平
均

最高額

平
均

年額

月額

969

11,886

84,000



４ 今後のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険制度の仕組み 

 

本算定

（7/5）

第１回

改正案協議 第２回

(8/26） 改正案協議 第３回

(11月） 諮問・答申

(1月）

民生文教委員会

(10/27)協議 1月委員会

協議

２月定例会

７月

（7月上旬）

本算定

改正案
上程

条例改正後、市ホームページ及び
市広報紙、納税通知書送付時に
税率（額）の変更を周知する

担
当
課

国
保
運
営
協
議
会

市
議
会

広
報
等

令和３年度 令和４年度

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

令和３年度県内各市町賦課方式の状況

７ 市町 袋井市、磐田市、湖西市、菊川市、森町　ほか

15 市町 掛川市(R2～）、島田市（R元～）、御前崎市（R3～）ほか

牧之原市

（介護分：「資産割」及び「平等割」なし）

焼津市

（後期高齢者支援金分：「資産割」なし）

藤枝市、富士宮市

（後期高齢者支援金分及び介護分：「資産割」なし）

浜松市、熱海市

（医療分、後期高齢者支援金分、介護分：「資産割」なし）

4.4.4方式

3.3.2方式

１市

１市

２市

２市

７市上記以外
沼津市（4.2.2）、三島市（3.2.2）、富士市（4.3.2）
吉田町（3.2.2）　ほか

賦課方式 市町数 市町名

4.4.2方式

4.3.4方式

4.3.3方式

3.3.3方式





現行賦課と改正税率（額）比較一覧表

【現行】 【令和４年度（案）】 【令和５年度（案）】 【令和6年度（案）】
合計 合計 合計 合計

所得割 7.35% 所得割 8.39% 所得割 9.43% 所得割 10.47%

資産割 38.60% 資産割 25.37% 資産割 12.87% 資産割 -

均等割 39,600 均等割 46,900 均等割 50,600 均等割 54,300

平等割 36,600 平等割 30,100 平等割 28,300 平等割 26,400

(1)収支財政見通し

（２）県標準保険料率との比較 3　税率改正による増減世帯数(R3→R4)

　県標準保険料統一に向けて、毎年、激変緩和をしながら、段階的

に税率を引き上げる。

　令和７年度からは、県標準保険料率を見据えた税率改正が必要

となる。

6.75%
3.00%

1.66%
介護分 医療分 支援分医療分 支援分 介護分 医療分 支援分 介護分 医療分 支援分 介護分

5.00% 1.40% 0.95% 5.58% 1.62% 1.19% 6.16% 1.84% 1.43% 2.06%

26,600 9,200 14,800 27,300 10,200 16,80025,300 7,200 7,100 25,900 8,200 12,800
10.00% 1.37% 1.50% - - -30.00% 4.10% 4.50% 20.00% 2.37%

21,400 6,900 - 19,200 7,200 -25,700 6,400 4,500 23,500 6,600 -

実質納付額と税収の乖離分の補填及び基金の活用を前提に税率を設定
～財政収支見通し（現行）において、令和６年度時点での実質納付額と税収の乖離分（約１億7,900万円）の補填をす

るために必要な税収や課税標準額を想定し、その増額分を税率に反映させ、設定した～

7.35％
8.36％

9.43％
10.47％

11.92％

減少 増加

改正案

①

実質納付額に対する不足額

約 １億7,900万円-

国保税収入

1,657,566,346

実質納付額

1,837,400,025

実質納付額 ■ 国保税収入 ■

令和６年度

資産割あり 14,159

資産割あり 14,580 資産割なし 9,089

資産割あり 15,179 資産割なし 9,192 資産割あり 80,900

資産割なし 9,223 資産割あり 88,900 資産割なし 84,000

資産割あり 100,800 資産割なし 92,100

資産割なし 106,500

資産割あり 10,525

資産割なし 303 資産割あり 11,025

資産割あり 177,900 資産割なし 303 資産割あり 11,344

資産割なし 1,800 資産割あり 224,500 資産割なし 154

資産割なし 300 資産割あり 331,700

資産割なし 400

令和４年度→令和５年度

令和５年度→令和６年度

令和３年度→令和４年度

令和４年度→令和５年度

令和５年度→令和６年度
平均

減

少

額

平均

最大

最大

増

加

額

減

少

額

増

加

額

減

少

額

令和３年度→令和４年度
平均

平均 最大

最大

平均

平均

最大

最大

増

加

額

5,965 世帯 4,404 世帯

世帯数 10,369 2,842 47.64% 3,055 51.22% 68 1.14% 2,851 64.74% 1,538 34.92% 15 0.34%

42.47%
変更なし増加 減少

資産割あり世帯 資産割なし世帯
増加 減少 変更なし

57.5%

世帯数 10,369 4,593 44.30% 5,693 54.90% 83 0.80%

増加世帯数減少世帯数 変更なし

単位：千円改正案における各項目の算定条件

【被保険者数】

令和３年度総合計画人口推計に、直近３年間

(R1～R3)の国保被保険者数の減少率を乗じて算

出

【国民健康保険税収】

令和３年７月本算定数値を使用、各改正案の

税率により１人あたりの税額を求め、被保険者

数に乗じて年間税収額を算出(Ｒ７及びＲ８は、

Ｒ６の税率を使用)

【公費(県支出金等)】

令和３年度の現計予算額に、被保険者数の減

少率を乗じて算出

【納付金】

令和３年度の一人あたり納付金額に、直近３

年間(R1～R3)納付金の一人あたりの伸び率の平

２

所得課税標準又は固定資産税 3,560世帯

4,404世帯

1,934世帯

4世帯

4世帯

8世帯

1,686世帯

税率の見直しが必要
６年度末基金残高「６億8,600万

円」を活用し、国保税収と合わせ、

実質納付額に近づけていく

令和７年度及び８年度は、

６年度の税率で算定している

標準保険料

統一



【現行】 【令和４年度（案）】 【令和５年度（案）】 【令和6年度（案）】
合計 合計 合計 合計

所得割 7.35% 所得割 8.80% 所得割 10.25% 所得割 11.70%

資産割 38.60% 資産割 25.37% 資産割 12.87% 資産割 -

均等割 39,600 均等割 46,300 均等割 49,300 均等割 52,300

平等割 36,600 平等割 32,300 平等割 32,600 平等割 32,900

（1）収支財政見通し

（２）県標準保険料率との比較 3　税率改正による増減世帯数(R3→R4)

　県標準保険料統一に向けて、毎年、激変緩和をしながら、段階的

に税率を引き上げる。

　令和７年度に、県標準保険料率を見据えた税率改正が必要

となる。

6.74%
3.00%

2.35%
介護分 医療分 支援分医療分 支援分 介護分 医療分 支援分 介護分 医療分 支援分 介護分

5.00% 1.40% 0.95% 5.58% 1.80% 1.42% 6.16% 2.20% 1.89% 2.61%

25,300 9,200 14,800 25,300 10,200 16,80025,300 7,200 7,100 25,300 8,200 12,800
10.00% 1.37% 1.50% - - -30.00% 4.10% 4.50% 20.00% 2.37%

25,700 6,900 - 25,700 7,200 -25,700 6,400 4,500 25,700 6,600 -

現行と標準保険料率賦課と比較し、乖離が多い支援金分、介護分の税率を見直し設定
～現行でも医療分の税額は、県標準保険料率と同程度であるため、現行の課税額を確保する税率を設定、

支援分・介護分の税額は、県標準保険料率の平均値(令和元年度～令和３年度)で税率を設定～

7.35％
8.80％

10.25％
11.70％ 11.92％

減少 増加

改正案

②

 【単位：千円】

現行収納見込額
(滞繰分除く)

標準保険料率 差額 比較

医療分 1,215,641 1,193,564 22,077 101.85%

支援分 343,685 466,487 -122,802 73.68%

介護分 106,437 179,758 -73,321 59.21%

合計 1,665,763 1,839,809 -174,046 90.54%

世帯数 10,369 2,613 25.20% 7,669 73.96% 87 0.84%

増加世帯数減少世帯数 変更なし5,965 世帯 4,404 世帯

世帯数 10,369 3,326 55.76% 2,556 42.85% 83 1.39% 4,343 98.61% 57 1.29% 4 0.09%

資産割なし世帯 42.47%
増加 減少 変更なし 増加 減少 変更なし

資産割あり世帯 57.5%

単位：千円
改正案における各項目の算定条件

【被保険者数】

令和３年度総合計画人口推計に、直近３年間

(R1～R3)の国保被保険者数の減少率を乗じて算

出

【国民健康保険税収】

令和３年７月本算定数値を使用、各改正案の

税率により１人あたりの税額を求め、被保険者

数に乗じて年間税収額を算出(Ｒ７及びＲ８は、

Ｒ６の税率を使用)

【公費(県支出金等)】

令和３年度の現計予算額に、被保険者数の減

少率を乗じて算出

【納付金】

令和３年度の一人あたり納付金額に、直近３

年間(R1～R3)納付金の一人あたりの伸び率の平

均値に被保険者数を乗じて算出

３

3,560世帯

4,404世帯

1,686世帯

1,934世帯

8世帯

4世帯

4世帯

所得課税標準又は固定資産税

令和７年度及び８年度は、

６年度の税率で算定している

基金の活用が可能
６年度想定で国保税収額が実質納

付額を確保できているため、基金を

活用し、実質納付額に近づけていく

標準保険料

統一



【現行】 【令和４年度（案）】 【令和５年度（案）】 【令和6年度（案）】
合計 合計 合計 合計

所得割 7.35% 所得割 8.87% 所得割 10.39% 所得割 11.92%

資産割 38.60% 資産割 25.37% 資産割 12.87% 資産割 -

均等割 39,600 均等割 46,900 均等割 50,600 均等割 54,300

平等割 36,600 平等割 30,100 平等割 28,300 平等割 26,400

（1）収支財政見通し

（２）県標準保険料率との比較 3　税率改正による増減世帯数(R3→R4)

　県標準保険料統一に向けて、毎年、激変緩和をしながら、段階的

に税率を引き上げる。

　令和７年度に、県標準保険料率を見据えた税率改正が必要

となる。

6.96%
3.00%

2.35%
介護分 医療分 支援分医療分 支援分 介護分 医療分 支援分 介護分 医療分 支援分 介護分

5.00% 1.40% 0.95% 5.65% 1.80% 1.42% 6.30% 2.20% 1.89% 2.61%

26,600 9,200 14,800 27,300 10,200 16,80025,300 7,200 7,100 25,900 8,200 12,800
10.00% 1.37% 1.50% - - -30.00% 4.10% 4.50% 20.00% 2.37%

21,400 6,900 - 19,200 7,200 -25,700 6,400 4,500 23,500 6,600 -

全て（医療分、支援金分、介護分）において、標準保険料率の平均値で税率設定
～直近３年間（令和元年度～３年度）の県標準保険料率の平均値で求めた税率～

7.35％
8.87％

10.39％
11.92％ 11.92％

減少 増加

改正案

③

標準保険料率平均値

R1 R2 R3 平均

所得割(％) 12.11 11.99 11.65 11.92

資産割 ー ー ー ー

均等割(円) 54,519 55,077 53,621 54,406

平等割(円) 26,866 26,620 26,072 26,519

5,965 世帯 4,404 世帯

世帯数 10,369 3,243 54.37% 2,649 44.41% 73 1.22% 2,874 65.26% 1,516 34.42% 14 0.32%

資産割あり世帯 57.5% 資産割なし世帯 42.47%

増加 減少 変更なし 増加 減少 変更なし

資産割あり 18,680

資産割あり 19,505 資産割なし 12,018

資産割あり 20,844 資産割なし 12,183 資産割あり 99,000

資産割なし 12,413 資産割あり 116,000 資産割なし 93,700

資産割あり 136,900 資産割なし 116,900

資産割なし 148,000

資産割あり 10,485

資産割なし 298 資産割あり 11,098

資産割あり 177,900 資産割なし 128 資産割あり 11,447

資産割なし 1,800 資産割あり 214,400 資産割なし 154

資産割なし 300 資産割あり 326,000

資産割なし 400

令和３年度→令和４年度
増

加

額

平均

増

加

額

平均

令和５年度→令和６年度

令和４年度→令和５年度
増

加

額

平均

最大

最大

最大

令和３年度→令和４年度

減

少

額

平均
令和４年度→令和５年度

減

少

額

平均
令和５年度→令和６年度

最大 減

少

額

平均

最大

最大

世帯数 10,369 4,165 40.17% 6,117 58.99% 87 0.84%

増加世帯数減少世帯数 変更なし

単位：千円
改正案における各項目の算定条件

【被保険者数】

令和３年度総合計画人口推計に、直近３年間

(R1～R3)の国保被保険者数の減少率を乗じて算

出

【国民健康保険税収】

令和３年７月本算定数値を使用、各改正案の

税率により１人あたりの税額を求め、被保険者

数に乗じて年間税収額を算出(Ｒ７及びＲ８は、

Ｒ６の税率を使用)

【公費(県支出金等)】

令和３年度の現計予算額に、被保険者数の減

少率を乗じて算出

【納付金】

令和３年度の一人あたり納付金額に、直近３

年間(R1～R3)納付金の一人あたりの伸び率の平

４

3,560世帯

4,404世帯

1,934世帯

8世帯

4世帯

4世帯

所得課税標準又は固定資産税

1,686世帯

令和７年度及び８年度は、

６年度の税率で算定している

基金の活用が可能
６年度想定で国保税収額が実質納

付額を確保できているため、基金を

活用し、実質納付額に近づけていく

標準保険料

統一










